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次期総合計画の策定について 

 

１．背景 

本市の総合計画は、昭和３３年に新町建設計画を策定し、その後、昭和４３年に新市総合開

発計画、昭和５２年に流山市総合計画、昭和６０年に流山市長期構想、平成１２年に流山市総

合計画と、その時代に合わせてまちづくりの基本方針を定め自治体経営を進めてきた。 

現総合計画は、将来都市像『豊かな自然や歴史・文化を活かし、市民が真の豊かさを実感で

きるまち「みんなでつくろう価値ある流山」』のもと、平成３１年度に目標年次を迎えるが、

引き続き（仮称）三郷流山橋・都市軸道路やつくばエクスプレス沿線整備、校舎の建設及び増

築、消防本部・中央消防署の移転整備、公共施設総合管理計画に基づく公共施設等の老朽化対

策、さらには子育て環境の整備や高齢社会への対応などの大きな政策課題を抱えている。 

そこで、これら政策課題を含め本市の事業について戦略的な市政経営を行うため、地方自治

法の一部改正（平成２３年５月２日公布）により、基本構想の策定義務に関する規定が削除さ

れているが、流山市自治基本条例（以下「自治基本条例」という。）第２２条第１項の規定に

より、新たな総合計画を策定するものである。 

 

【将来都市像の変遷】 

昭和３３年策定 

昭和４３年策定  

昭和５２年策定 「緑と水と太陽に恵まれた衛生的な文化都市」 

昭和６０年策定 「豊かで活力のある文化都市」 

平成１２年策定 『豊かな自然や歴史・文化を活かし、市民が真の豊かさを実感できるまち

「みんなでつくろう価値ある流山」』 

平成２２年策定 具体的な都市のイメージ「都心から一番近い森のまち」 

 

【流山市自治基本条例】 

（総合計画） 

第２２条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、流山市の最上位計画とし

て基本構想、基本計画及び実施計画を内容とする総合計画（以下「総合計画」とい

う。）を策定します。 

２ 市長は総合計画における基本構想のほか、その直近の下位計画である基本計画につ

いても、議会の議決を経なければなりません。 

３ 市長は、社会経済情勢等が大きく変化し、総合計画の内容との間にかい離が生じた

ときは、これを見直すものとします。 

４ 市が行う政策は、総合計画に根拠を置かなければなりません。 
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【現総合計画の施策体系】 

 

  

  

 

1-1 生態系に配慮した公園・緑地・水辺等空間の整備・管理

1-2 地域特性に合った良好な市街地整備

1-3 個性ある公共空間・歴史環境の形成と保全

1-4 快適な生活環境を目指した下水道整備の推進

1-5 土地利用・生活環境に配慮した道路整備

1-6 安全性と快適性を兼ね備えた河川・排水路整備

1-7 水需要に応じた水道事業の展開

1-8 利便性と快適性を重視した公共交通機関の整備充実

2-1 豊かで美しい生活環境の創造

2-2 環境共生社会を目指す廃棄物循環型都市づくり

2-3 自然災害・都市災害への備えと予防

2-4 日常生活での安全性と快適性の確保

2-5 賢い消費者の育成

2-6 市民の主体的連帯活動に支えられたコミュニティの推進

3-1 いつでも、どこでも、誰もができる生涯学習の推進

3-2 個性を生かす教育環境の基盤充実

3-3 次代を担う青少年を育てる地域環境づくり

3-4 ながれやま市民文化の継承と醸成

3-5 スポーツ活動の基盤づくり

3-6 国際社会への対応

4-1 安心して子どもが健やかに生まれ育つ環境づくり

4-2 高齢者や障害者がいきいき暮らせる社会づくり

4-3 誰もが安心して暮らすことのできる生活支援づくり

4-4 健康で明るい暮らしづくり

4-5 地域で支える福祉のまちづくり

4-6 バリアフリーのまちづくり

4-7 誰もが安心して利用できる社会サービス体制づくり

5-1 商業の拠点づくりと地域密着型サービスの強化

5-2 工業の強化と新たな産業の創造

5-3 誰もが安心して働ける環境・基盤づくり

5-4 多様な方面からの農業の振興

5-5 特色ある観光の育成と創設

6-1 市民参加の地域社会づくり

6-2 健全で効率的な行財政運営

6-3 地方分権・広域行政への取組

6-4 男女共同参画社会づくり

施策番号と施策名

基本構想の

将来都市像

将来都市像を実現する

６つの政策
６つの政策を具体化する３６本の施策
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施策の大綱

１節 整備・開発と自然環境のバ

ランスがとれた流山（都市基盤の

整備）

施策の大綱

５節 賑わいと活気に満ちた流山

（産業の振興）

施策の推進方策

公・民パートナーシップによる構

想実現と効率的、効果的行財政運

営（行政の充実）

施策の大綱

４節 誰もが充実した生涯をおく

ることのできる流山（市民福祉の

充実）

施策の大綱

２節 生活の豊かさを実感できる

流山（生活環境の整備）

施策の大綱

３節 学び、受け継がれ、進展す

る流山（教育・文化の充実向上）
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２．基本的な方向性 

  次の方向性に沿って、基本構想、基本計画を策定する。 

（１）定住人口、交流人口の増加を図る視点 

（２）市民ニーズ、社会経済情勢、社会制度の変化への対応 

（３）効率的、効果的、戦略的な市政経営の視点 

（４）わかりやすい計画 

 

また、事務事業については、全ての事業について、本当に必要か、いつまで必要かをゼロベ

ースから見直しを検討する。 

 

 

３．計画の構成・期間 

次期総合計画の構成については、自治基本条例第２２条第１項の規定により、基本構想、基

本計画、実施計画の３層構造とする。 

（１）基本構想 

   基本構想は「本市がどんなまちを目指すのか」という将来ビジョンを定めるものとして位

置付ける。 

   ただし、基本計画の見直しの際は、基本構想の見直しについても検討するものとする。 

【主な構成案】 

 ・将来都市像 

 ・基本政策 

 

（２）基本計画 

基本計画は、基本構想を受けて施策の基本的方向を示すものであり、その期間は平成３２

年度から平成４１年度までの１０年間とする。 

【主な構成案】 

・個別施策 

・成果指標 

 

（３）実施計画 

  ３年計画を毎年の予算編成と合わせ、ローリング方式とする。 

【主な構成案】 

・事務事業 
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【次期総合計画の計画期間のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【次期総合計画の体系】 

 

  

H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

　　　　　　　　　　　基本構想

次期計画

実施計画3年

基本計画　10年

実施計画3年

実施計画3年

実施計画3年

実施計画3年

実施計画3年

実施計画3年

実施計画3年

実施計画3年

実施計画3年

実施計画3年

基本構想の見直しを
含めて検討する。
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４．基本的事項 

（１）将来人口推計 

   平成２９年４月１日を基準として、基本計画の１０年間、その先の参考値を含め、現在策

定中である。 

 

（２）地域区分 

   地域区分は現総合計画の地域区分とするが、市野谷については、つくばエクスプレス沿線

整備区域との整合を図るため、新市街地地区に該当する地域は「中部」とする。 

 

【地域区分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）財政計画 

   現在、策定中の流山市健全財政維持条例に基づく、財政計画を策定する。 

 

【流山市健全財政維持条例素案】 

（財政計画） 

第６条 市長は、総合計画における基本計画及び実施計画の策定の際、計画期間に応じ

た財政の見通しを作成し、財政計画として公表しなければならない。 

 

北部 

東深井、こうのす台、美原１～４丁目、富士見台１～２丁目、 

西深井、江戸川台東１～４丁目、中野久木、小屋、深井新田、 

江戸川台西１～４丁目、平方、南、平方村新田、上新宿新田、富士見台、北 

中部 

若葉台、上貝塚、駒木台、東初石１～６丁目、桐ケ谷、大畔、 

美田、西初石１～６丁目、谷、上新宿、十太夫、下花輪、 

青田、駒木、市野谷の一部（新市街地地区） 

南部 

三輪野山一～五丁目、三輪野山、流山１～９丁目、西平井、 

流山、加、加一～六丁目、平和台１～５丁目、鰭ケ崎、 

市野谷の一部（新市街地地区以外）、南流山１～８丁目、木 

東部 

宮園１～３丁目、古間木、野々下１～６丁目、名都借、思井、 

前平井、長崎１～２丁目、前ケ崎、中、後平井、 

松ケ丘１～６丁目、向小金１～４丁目、芝崎、西松ケ丘１丁目 
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（４）行政評価 

   現行の行政評価システム（事務事業マネジメントシート、部局長の仕事と目標、成果指標

等）を活用し、現総合計画の評価・総括を行う。 

   次期総合計画においても、現行の行政評価システムをもとに、毎年ローリングすることと

する実施計画や予算編成に反映していく仕組みを構築する。 

 

 

５．市民参加 

  流山市市民参加条例第５条第1項第１号の規定により、次のとおり市民参加の手続を実施す

る。 

（１）市民意識調査 

   住民基本台帳から無作為抽出した１５歳以上（中学卒業後）の市民３，０００人を対象に

市民意識調査を実施する。 

 

（２）無作為抽出型市民会議 

   （１）で抽出した者から希望者を募り、地域ごとにグループ別の対話形式で意見を聴取す

る。 

  ア．北部地域：北部公民館 

  イ．中部地域：おおたかの森センター 

ウ．南部地域：南流山センター 

エ．東部地域：東部公民館 

 

（３）事業所、団体意見聴取 

   市内の事業所及びＮＰＯ団体等各種団体からアンケート形式により、意見を聴取する。 

 

（４）中学生意見聴取 

   市内９校の生徒の代表を集め、グループ別の対話形式により、意見を聴取する。 
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（５）流山市総合計画審議会 

   次期総合計画の骨格について、流山市総合計画審議会に諮問し、答申を頂くものとする。 

 

【流山市附属機関に関する条例（昭和４６年条例第６号）】 

流山市総合計画審議会 

流山市総合計画及びその実施に関し必要な調査及び審議を行い、市長に答申し、又は

建議すること。 

学識経験を有する者       ５人 

教育委員会の委員        １人 

農業委員会の委員        １人 

公共的団体等の職員       ４人 

市民公益活動団体を代表する者  ２人 

市民等             ５人 

 

 

（６）パブリックコメント 

   平成３１年９月（予定） 

 

（７）タウンミーティング 

   平成３１年９月（予定） 

 

 

６．広報 

  広報ながれやま及び市ホームページ 

 

 

７．庁内の策定体制 

総合計画の策定にあたっては、屋上屋を架するような新たな組織をつくることなく、庁議や

政策調整会議、部内経営会議等の既存の組織体系を活用し、全職員一丸となって、策定に当た

るものとする。 

  また、総合計画の策定を通して、次代を担う中堅職員の政策形成能力の向上を図るため、別

にプロジェクトチームを立ち上げ、政策提案をまとめる。 

（１）庁議 

 

（２）政策調整会議 

 

（３）部内経営会議 
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（４）職員参加（プロジェクトチーム） 

中堅職員（主任主事～係長級程度）の職員の政策形成能力向上を図るため、中学生から出

された意見を具現化するためのプロジェクトチームを設置する。 

 

（５）事務局 

   総合政策部企画政策課 

 

【策定体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．策定スケジュール 

次期総合計画の策定は、平成２９年度から３年で策定するものとし、基本構想及び基本計画

にあっては、自治基本条例第２２条第２項の規定により、平成３１年流山市議会第４回定例会

へ議案として、提案する。 

次期総合計画策定スケジュールは別紙のとおり。 

上
程

庁議

各課等

政策調整会議

(政策間の調整)

部内経営会議

事業ヒアリング

事務局（企画政策課）

市民参加

・市民意識調査

・無作為抽出型市民会議

・事業所、団体意見聴取

・中学生意見聴取

・総合計画審議会

（諮問答申）

・パブリックコメント

・タウンミーティング

職員参加

・中堅職員

(プロジェクトチーム)

議会


